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南相馬市新市建設計画 新旧対照表 

 
頁 新 旧 

表紙 

 

小高町・鹿島町・原町市 
 

南相馬市 
新 市 建 設 計 画 

 

 

 

～山・川・海 豊かな自然が心をひとつにつなぐまち～ 

 

南相馬市（令和○年○月改訂） 

 

南相馬市（平成２８年 ３月改訂） 

 

南相馬合併協議会（平成１６年１２月策定） 

 

 

小高町・鹿島町・原町市 
 

南相馬市 
新 市 建 設 計 画 

 

 

 

～山・川・海 豊かな自然が心をひとつにつなぐまち～ 

 

 

南相馬市（平成２８年 ３月改訂） 

 

南相馬合併協議会（平成１６年１２月策定） 

 

Ｐ４ 

 

（３）計画期間 

新市建設の基本方針（将来像）については、将来を展望した長期的な

視点に立つものとし、主要施策、財政計画については、合併後２５年間

（平成１７年度から令和１２年度まで）について定めるものとします。 

 

 

（３）計画期間 

新市建設の基本方針（将来像）については、将来を展望した長期的

な視点に立つものとし、主要施策、財政計画については、合併後２０

年間（平成１７年度から平成３７年度まで）について定めるものとし

ます。 
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頁 新 旧 

Ｐ２８ 

 新市の人口・世帯数は、平成１７年から令和２年までの国勢調査結果

及び東日本大震災後の市内居住実態を踏まえ、コーホート要因法（国勢

調査のデータを基に、生残率や出生率などの要因を加味し、変化率によ

り将来の人口を推計する方法）による推計に政策的な人口増加等を加味

して算出しています。 
 

その結果、平成 12 年（2000 年）の国勢調査結果の人口 75,246

人、老年人口の構成比 21.9％が、令和 12 年（2030 年）には 55,542

人、38.7％となり、人口の減少、老年人口の構成比の増加が更に一段

と進むものと見込まれます。 
 

 世帯数については、平成 12 年の世帯数 22,435、一世帯当人数

3.35 人から、令和 12 年には世帯数 26,810、一世帯当人数 2.07 人

へと、世帯数の増加、一世帯当人数の減少が進むものと見込まれます。 

 

 新市の人口は、平成７年から平成２２年までの国勢調査結果及び東

日本大震災後の市内居住実態を踏まえ、コーホート要因法（国勢調査

のデータを基に、生残率や出生率などの要因を加味し、変化率により

将来の人口を推計する方法）による推計に政策的な人口増加等を加味

して算出しています。 
 

その結果、平成 12 年（2000 年）の国勢調査結果の人口 75,246

人、老年人口の構成比 21.9％が、平成 36 年（2024 年）には 55,567

人、37.8％となり、人口の減少、老年人口の構成比の増加が更に一段

と進むものと見込まれます。 
 

 世帯数については、昭和 60 年から平成２２年までの６回の国勢調

査結果及び東日本大震災後の人口変化を踏まえ推計した結果、平成

12 年の世帯数 22,435、一世帯当人数 3.35 人から、平成 36 年に

は世帯数 24,171、一世帯当人数 2.30 人へと、世帯数の増加、一世

帯当人数の減少が進むものと見込まれます。 

 

 

Ｐ２９ 

新市の就業構造を、平成１７年から令和 2 年までの国勢調査結果及

び東日本大震災後の人口変化を踏まえ推計した結果、就業人口総数は平

成 12 年の 37,577 人から、令和 12 年には 25,214 人へと、総人口

の減少に連動する形で、大きく減少が見込まれます。 

また、産業大分類の就業人口の推計値は下表のとおりであり、第１次

産業就業者数は平成 12 年の 3,291 人（8.8％）から、令和 12 年に

は 1,581 人（6.3％）へと減少が続き、第２次産業就業者数も同様に

推移するとともに、第３次産業就業者数も平成 12 年の 19,634 人

（52.3％）から令和 12 年には 14,559 人（57.7％）へと減少する

傾向で推移するものと見込まれます。 

新市の就業構造を、昭和 60 年から平成２２年までの６回の国勢調

査結果及び東日本大震災後の人口変化を踏まえ推計した結果、就業人

口総数は平成 12 年の 37,577 人から、平成 36 年には 21,617 人

へと、総人口の減少に連動する形で、大きく減少が見込まれます。 

また、産業大分類の就業人口の推計値は下表のとおりであり、第１

次産業就業者数は平成 12 年の 3,291 人（8.8％）から、平成 36 年

には 1,729 人（8.0％）へと減少が続き、第２次産業就業者数も減少

で推移するのに対し、第３次産業就業者数は平成 12 年の 19,634 人

（52.3％）から平成 36 年には 14,894 人（68.9％）へと就業人口

が減少する一方で就業割合については増加傾向で推移するものと見

込まれます。 
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頁 新 

Ｐ２８ 

〈人口・世帯の見通し〉 
（単位：人、％） 

 

旧 
〈人口・世帯の見通し〉 

（単位：人、％） 

 

1995   2000    2005   2010    2015    2020   2026      2032       

1995        2000        2005         2010        2015       2020        2026        2030 

1995         2000           2005         2010         2015        2020        2024 
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頁 新 

Ｐ２９ 

〈将来人口の見通し（年齢層）〉 
（単位：人）        

旧 
〈将来人口の見通し（年齢層）〉 

（単位：人）             

 

 

 

1995      2000      2005      2010       2015       2020      2024 

1995       2000        2005           2010        2015        2020          2026           2032       

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成36年

総人口

年少人口

（14歳以下）

生産年齢人口

（15～64歳）

老年人口

（65歳以上）

1995             2000            2005            2010            2015            2020          2024 

1995            2000               2005              2010               2015              2020           2026          2030 



 

5 
 

頁 新 

Ｐ２９ 

〈就業構造の見通し（産業大分類）〉 
（単位：人、％） 

 

旧 
〈就業構造の見通し（産業大分類）〉 

（単位：人、％）            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H7-H12 H12-H17 H17-H22 H22-H27 H27-H32 H32-H36

39,927 37,577 35,175 33,279 23,629 23,080 21,617 △ 1.21 △ 1.31 △ 1.10 △ 6.38 △ 0.47 △ 1.30

3,685 3,291 3,123 2,679 2,032 1,916 1,729

(9.2%) (8.8%) (8.9%) (8.2%) (8.6%) (8.3%) (8.0%)

17,211 14,540 12,075 10,900 6,994 6,001 4,994

(43.1%) (38.7%) (34.5%) (33.4%) (29.6%) (26.0%) (23.1%)

19,014 19,634 19,796 19,034 14,603 15,163 14,894

(47.6%) (52.3%) (56.6%) (58.4%) (61.8%) (65.7%) (68.9%)

51.3% 49.9% 48.3% 47.0% 43.4% 40.5% 38.9% － － － － － －

△ 3.61

0.64 0.16 △ 0.78 △ 5.16 0.76 △ 0.36

△ 3.32 △ 3.65 △ 2.03 △ 8.49 △ 3.02

年平均伸び率

△ 2.24 △ 1.04 △ 3.02 △ 5.38 △ 1.17 △ 2.03

就業率

平成32年 平成36年
項目

就業人口総数

第1次産業

第2次産業

第3次産業

年
平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

1995   2000    2005   2010    2015    2020   2026      2032       

1995        2000        2005         2010        2015       2020        2026        2030 

1995         2000          2005         2010          2015        2020        2024 
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頁 新 旧 

P.６５

P.６６ 

 

④地方債 

新市建設計画事業の財源として、現行の地方債制度を基本に、普通交

付税の算定に有利な合併特例債を見込んでいます。また、臨時財政対策

債は、算定した普通交付税の交付基準額を基本に、過去の実績等により

算出し、今後も継続されるものとしています。 

 

 

 

 

 

 

④地方債 

新市建設計画事業の財源として、現行の地方債制度を基本に、普通

交付税の算定に有利な合併特例債を見込んでいます。また、臨時財政

対策債は平成 16 年度額が今後も継続されるものとしています。 
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頁 新 

Ｐ６８ 

 
 
 

 

 
 

2015            2016           2017            2018              2019           2020           2021             2022          2023            2024 

2015            2016           2017            2018              2019           2020           2021             2022          2023            2024 

2015            2016           2017            2018              2019           2020           2021             2022          2023            2024 
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頁 新 

Ｐ６９ 

 
 

 

 

2025          2026            2027             2028         2029                2030 

2025          2026            2027             2028         2029               2030 

2025          2026            2027             2028         2029               2030 
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頁 旧 

Ｐ６８ 

 
 

 

 

2015          2016           2017         2018          2019          2020           2021           2022          2023           2024         2025 

2015          2016           2017         2018          2019          2020           2021           2022          2023           2024         2025 

2015          2016           2017         2018          2019          2020           2021           2022          2023           2024         2025 


